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   表題部所有者の登記をしようとする旨の公告 

 下記２の土地について、表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関

する法律（令和元年法律第１５号）第１５条第１項の規定による登記を行う下

記のとおり行う予定ですので、お知らせします。 

  令和８年２月４日 山形地方法務局酒田支局 登記官 今井元弘 

記 

１ 手続番号 第３９０５－２０２３－０００１号 

２ 表題部所有者不明土地に係る所在事項 

  山形県酒田市相生町一丁目１３番 

３ 地目 墓地 

４ 地積 ９，２８９平方メートル 

５ 抹消する登記事項 

  別紙登記事項証明書中の表題部の所有者欄のとおり 

６ 登記すべき事項 

  主たる事務所 酒田市相生町一丁目６番３１号 

  持分     ２２２分の１ 

  名称     天正寺 

 

持分 ２２２分の１７５  

表題部所有者として記録すべき者がない（令和元年法律第１５号第１４条

第１項第４号イ） 
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